
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

費
用
対
効
果
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
へ

費
用
対
効
果
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
へ

国
交
省

研
究
会
水
道
事
業
の
評
価
手
法
検
討

集
約
型
・
分
散
型
施
設
を
適
正
配
置

強
靭
な
上
下
水
道
を
次
世
代
に

国
土
交
通
省
は
１２
月
１０

日
、
東
京
・
中
央
区
の
Ｔ
Ｋ

Ｐ
東
京
駅
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

セ
ン
タ
ー
で
第
２
回
「
水
道

事
業
の
評
価
手
法
に
関
す
る

研
究
会
」
（
座
長
・
小
泉
明

東
京
都
立
大
学
都
市
環
境
学

部
特
任
教
授
）
を
開
催
し

た
。
水
道
事
業
の
費
用
対
効

果
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂

に
向
け
て
標
準
的
な
水
道
使

用
量
を
算
出
す
る
換
算
係
数

法
の
取
り
扱
い
や
事
業
拡
大

に
伴
う
増
収
分
で
あ
る
新
規

便
益
と
算
定
事
例
の
充
実
に

つ
い
て
検
討
し
た
。

当
日
は
国
交
省
の
筒
井
誠

二
水
管
理
・
国
土
保
全
局
水

道
事
業
課
長
が
あ
い
さ
つ
に

立
ち
「
本
日
は
換
算
係
数
法

の
運
用
や
新
規
便
益
・
算
定

事
例
の
充
実
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
た
だ
く
。
皆
さ
ま
の

活
発
な
意
見
交
換
を
期
待
し

て
い
る
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
小
泉
座
長
が
「
国

民
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ

う
中
身
の
濃
い
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
し
た
い
。
水
道
事
業
体
の

規
模
は
大
中
小
さ
ま
ざ
ま
な

の
で
計
算
方
法
を
わ
か
り
や

す
く
す
る
こ
と
が
大
切
だ
」

と
意
欲
を
示
し
た
。

議
事
で
は
初
回
の
議
論
を

踏
ま
え
て
論
点
を
整
理
す
る

と
と
も
に
、
換
算
係
数
法
な

ど
を
め
ぐ
っ
て
議
論
し
た
。

ま
た
工
事
諸
費
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
報
告
し
た
。

換
算
係
数
法
に
つ
い
て
は

計
算
の
前
提
条
件
と
し
て
維

持
管
理
費
や
人
口
予
測
、
数

年
〜
十
数
年
ご
と
に
発
生
す

る
臨
時
費
用
の
取
り
扱
い
を

精
査
・
改
定
す
る
。
算
定
事

例
の
充
実
で
は
現
行
の
掲
載

数
が
２１
件
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
た
め
、
新
た
に
停
電
・
浸

水
・
取
水
・
管
路
二
重
化
の

４
件
を
追
加
す
る
。

改
訂
案
は
来
年
２
月
頃
に

ま
と
め
る
考
え
だ
。

国
土
交
通
省
は
１２
月
１２
日
、
東
京
・
霞
が
関
の
中
央
合
同
庁
舎
３
号
館
会
議
室
で
第
８
回
「
上
下
水
道
政
策
の

基
本
的
な
あ
り
方
検
討
会
」
（
委
員
長
・
滝
沢
智
東
京
都
立
大
学
都
市
環
境
学
部
都
市
基
盤
環
境
学
科
特
任
教

授
）
を
開
き
、
第
２
次
と
り
ま
と
め
案
を
お
お
む
ね
了
承
し
た
。
複
数
の
自
治
体
に
よ
る
一
体
的
事
業
運
営
と
集

約
型
・
分
散
型
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
施
設
の
最
適
配
置
を
推
進
す
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
て

「
強
靭
で
持
続
可
能
な
上
下
水
道
イ
ン
フ
ラ
を
次
世
代
に
守
り
継
ぐ
」
と
い
う
使
命
を
果
た
す
。

各
自
治
体
は
人
口
減
少
に

よ
る
収
入
・
職
員
数
の
減
少

や
維
持
管
理
業
務
の
拡
大
、

更
新
需
要
の
増
大
な
ど
の
課

題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
た

め
複
数
の
自
治
体
の
広
域
連

携
に
よ
っ
て
業
務
執
行
体
制

を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
施

設
の
最
適
配
置
で
上
下
水
道

シ
ス
テ
ム
の
効
率
化
を
図
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

当
日
の
検
討
会
で
は
国
交

省
の
石
井
宏
幸
上
下
水
道
審

議
官
が
冒
頭
あ
い
さ
つ
に
立

ち
「
災
害
や
事
故
に
よ
っ
て

上
下
水
道
の
安
全
・
安
心
に

対
す
る
国
民
の
関
心
が
高
ま

っ
て
い
る
。
持
続
可
能
な
強

靭
化
が
急
務
だ
が
、
具
体
的

な
施
策
を
進
め
る
に
は
各
事

業
体
の
運
営
基
盤
や
執
行
体

制
を
強
化
し
、
諸
制
度
の
見

直
し
を
加
速
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
述
べ
、
一
層
の
協
力

を
要
請
し
た
。

ま
た
滝
沢
委
員
長
が
「
地

震
な
ど
の
自
然
災
害
は
突
然

発
生
す
る
。
財
源
の
制
約
が

あ
る
中
で
も
上
下
水
道
の
強

靭
化
は
避
け
て
通
れ
な
い
」

と
強
調
し
た
。

第
２
次
と
り
ま
と
め
案
で

は
国
が
主
導
し
て
自
治
体
の

広
域
連
携
を
進
め
て
い
く
。

支
援
す
る
事
業
規
模
は
供
給

人
口
１０
万
人
以
上
と
定
め

た
。
都
道
府
県
単
位
で
の
一

体
化
も
検
討
し
、
協
議
会
の

設
置
や
計
画
策
定
、
資
機
材

規
格
の
統
一
、
積
算
基
準
の

整
備
、
地
元
企
業
が
参
画
で

き
る
仕
組
み
づ
く
り
な
ど
を

行
う
。
こ
れ
に
伴
い
都
道
府

県
に
よ
る
下
水
道
管
理
や
災

害
復
旧
代
行
、
大
都
市
に
よ

る
修
繕
・
改
築
代
行
な
ど
の

制
度
改
正
に
着
手
す
る
。

施
設
の
最
適
配
置
で
は
多

様
な
技
術
を
駆
使
し
、
集
約

型
・
分
散
型
の
ベ
ス
ト
ミ
ッ

ク
ス
を
め
ざ
す
。
同
時
に
施

設
の
老
朽
化
対
策
や
人
材
の

確
保
・
育
成
に
力
を
入
れ
る

方
針
だ
。

同
検
討
会
で
は
来
年
１
月

に
第
２
次
と
り
ま
と
め
を
行

い
、
さ
ら
に
第
３
次
と
り
ま

と
め
の
検
討
を
開
始
す
る
こ

と
を
確
認
し
た
。

一体的事業運営へ一体的事業運営へ
石井審議官

国交省検討会が活発に意見交換

滝沢委員長

算定事例の充実など議論

筒井課長

小泉座長
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